
八千代市入札契約適正化委員会運営要領  

 

（趣旨）  

第１条 この要領は，八千代市入札契約適正化委員会条例（平成１７年八千代

市条例第２号，以下「条例」という。）第９条の規定により，八千代市入札

契約適正化委員会（以下「委員会」という。）の運営について必要な事項を

定めるものとする。 

（会議の開催）  

第２条 会議は，条例第２条第１号に関する事項の諮問に係る会議（以下「定

例会議」という。）と条例第２条第２号に関する事項の諮問に係る会議（以

下「再苦情処理会議」という。）とし，定例会議は毎年度において原則２回

開くものとする。  

２ 委員長は，定例会議又は再苦情処理会議を開催するときは，委員に対し，

書面若しくはその他の方法により，会議の日時等を通知するものとする。  

３ 緊急やむを得ない事情等により，会議を開くことができない場合，書面に

よる審議をもって会議に代えることができるものとする。  

（定例会議）  

第３条 定例会議は，入札及び契約の手続に関し，その公正の確保について調

査審議するものとする。  

２ 市長又は事業管理者（以下「市長等」という。）は，次の各号に掲げる事

項を委員会に報告するものとする。  

① 財務部契約課又は上下水道局経営企画課において入札及び契約の手続が

行われた工事又は製造の請負，物件の売買その他（以下「工事等」とい

う。）について，市長等が定める分類，契約方法別に整理し，工事等の名

称，工事等の場所，工期又は期間若しくは期限，設計金額又は予算金額，

契約金額又は請負金額，契約の相手方，発注担当課等を記載した一覧表  

② 市長等が行った指名停止業者の一覧表  

③ 八千代市入札苦情処理要綱（平成１７年八千代市告示第５９号。以下

「苦情処理要綱」という。）に基づき書面により行った苦情処理について

の一覧表  



④ その他市長等が必要と認める入札及び契約の手続に関する資料  

３ 前項の報告の対象期間は次のとおりとする。  

① １回目の定例会議にあっては，開催月の属する年度の前年度の下半期

（１０月から３月まで）  

② ２回目の定例会議にあっては，開催月の属する年度の上半期（４月から

９月まで）  

（事案の抽出）  

第４条 委員会は，あらかじめ前条第２項第１号の報告の事案のうちから定例

会議において調査審議する事案を抽出するものとする。  

（抽出の委任）  

第５条 委員会は，前条の規定による事案の抽出について，あらかじめ指名し

た委員に委任することができる。  

２ 前項の規定により指名された委員は，定例会議で抽出した事案について報

告を行うものとする。 

（再苦情処理会議） 

第６条 再苦情処理会議は，苦情処理要綱に基づく再苦情申立てについて，調

査審議するものとする。  

２ 委員会は，必要に応じて再苦情申立者及び契約担当課等の説明を求めるた

め，市長等に協力を求めることができるものとする。  

（答申）  

第７条 委員会は，定例会議での審議結果について，市長等に対し，書面をも

って答申するものとする。  

２ 委員会は，再苦情処理会議での審議結果について，再苦情申立書を市長等

が受け取った日から５０日以内に，市長等に対し，書面をもって答申するも

のとする。  

（会議の公開）  

第８条 会議は原則非公開とする。ただし，市長等が委員会に諮り，委員会が

特に必要と認めた場合は，公開できるものとする。  

２ 会議の議事の概要を記した文書は，後日公開するものとする。 

（措置の報告）  



第９条 市長等は，再苦情の申立てに対する委員会の答申を受け，必要な措置

を講じた場合は，当該措置の内容を直近の会議に報告する。  

（答申の公表）  

第１０条 市長等は，委員会から答申を受けた場合は，個人情報及び当事者の

利益を害するおそれのある場合を除き，その内容を公表するものとする。  

（庶務）  

第１１条 委員会の庶務は，財務部契約課において処理する。  

（補則）  

第１２条 この要領に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，

委員長が委員会に諮って定める。  

附 則  

この要領は，平成１７年４月１日から施行する。  

附 則  

この要領は，平成１８年４月１日から施行する。  

附 則  

この要領は，平成２２年４月１日から施行する。  

附 則  

この要領は，平成３１年４月１日から施行する。  

附 則  

この要領は，令和４年９月１日から施行する。  


